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News & Types: クライアント・アドバイザリー

米国移民局による申請料金の大幅な引き
上げの施行開始
6/27/2024

By: ジュリー エメリック, ファズィラ ベイド

Practices: 移民法

2024年1月31日、2月27日および3月26日付で当所発行ニュースレターでも触れた通り、2024年4月1日をもっ

て米国移民局(USCIS)の申請料金の引き上げが実施されました。特に多くの雇用ベース申請料金の大幅な引き

上げが行われ、一部カテゴリーでは追加の亡命者保護プログラム費用も併せて200％から300％の引き上げと

なりました。

新たな料金設定は、主に申請カテゴリーの種類、雇用主／申請会社の従業員数および会社が指定非営利団体か

どうかによって異なります。多くの申請料金が引き上げられた中、フルタイム（FTE: full-time-equivalent）の

従業員数が25人以下の雇用主／申請会社、および米国内国歳入庁（IRS）により合衆国法典26編501条(c)(3)に

基づき指定される非営利団体に分類された雇用主／申請会社(501(c)(3) non-profit entity)に対しては、特定のカ

テゴリーにおいて低額な申請料設定となりました。

多くの雇用ベース非移民ビザ申請（H-1B、L-1、E-2、O-1、TN等）に用いられるForm I-129を提出する際に

、亡命者保護プログラム費用$600が新たに追加されました。雇用ベースグリーンカード申請時に用いられる

Form I-140提出時にも同様の亡命者保護プログラム費用の支払いが発生します。フルタイム従業員数が25人以

下の雇用主／申請会社の場合、当該料金は$300に減額、IRS指定の非営利団体(501(c)(3) non-profit entity)は、

当該料金が免除となります。

さらに、従来ではグリーンカード申請時に付随する申請に対する料金は課されていなかったところ、そのよう

な申請にも料金が課されることとなりました。米国にてForm I-485滞在資格調整／変更申請(Adjustment of 

Status)を経てグリーンカード申請をする際に、付随して提出可能な労働許可申請(EAD: Employment 

Authorization Document)および出入国許可申請(Advance Parole/travel document)の場合、従来とは異なり、

それぞれに申請料が課されることになりました。Form I-485に付随して労働許可申請をする場合は$260、出

入国許可申請をする場合は$630の料金が課されます。

最後に、USCISのプレミアム・プロセス（特急審査）の所要日数が15暦日から15営業日に変更となりました

。加えて、雇用ベース移民・非移民申請書（Form I-140およびForm I-129）を含む、多くの申請手続き向けの

プレミアム・プロセス申請料金も、併せて$2,500から$2,805に引き上げとなりました。

https://www.masudafunai.com/articles/fy2025-h-1b-quota-registration-opens-on-march-6-with-changes-to-the-registration-process
https://www.masudafunai.com/articles/business-immigration-monthly-february-2024
https://www.masudafunai.com/articles/business-immigration-monthly-march-2024
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雇用主／申請会社の人事責任者の方は、USCISの新たな料金設定を申請開始前にご確認いただくことをお勧め

いたします。新しい料金設定・引き上げに関しましてご質問やご不明点がございましたらお気軽に当事務所ま

でご連絡ください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。

当事務所は、シカゴ、デトロイト、ロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

https://www.google.com/maps/place/Masuda+Funai+Eifert+&+Mitchell/@41.886036,-87.632065,15z/data=!4m6!3m5!1s0x880e2cb0981a2391:0xf93b18b8b31e5f44!8m2!3d41.886036!4d-87.632065!16s/g/1tdxfwf2?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111&coh=219816&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDczMS4wKgBIAVAD
https://www.google.com/maps/place/Masuda,+Funai,+Eifert+&+Mitchell,+Ltd/@42.4434482,-83.4375908,15z/data=!4m6!3m5!1s0x8824af0d0ccd74c7:0xafc18cc139546a35!8m2!3d42.4434482!4d-83.4375908!16s/g/11w9gqy40q?hl=en&coh=219816&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDczMS4wKgBIAVAD
https://www.google.com/maps/place/Masuda,+Funai,+Eifert+&+Mitchell,+Ltd/@42.4434482,-83.4375908,15z/data=!4m6!3m5!1s0x8824af0d0ccd74c7:0xafc18cc139546a35!8m2!3d42.4434482!4d-83.4375908!16s/g/11w9gqy40q?hl=en&coh=219816&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDczMS4wKgBIAVAD
https://www.google.com/maps/place/Masuda,+Funai,+Eifert+&+Mitchell,+Ltd/@42.032103,-88.0342452,15z/data=!4m6!3m5!1s0x880faf987bdaf909:0x4cb9da9fa9462a20!8m2!3d42.032103!4d-88.0342452!16s/g/1tksjd3_?sa=X&ved=1t:2428&hl=en&ictx=111&coh=219816&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDczMS4wKgBIAVAD

